
落書きの様子

～担当者からひとこと～
落書きは関係者に被害を及ぼすだけではなく、その地域の品位も損なうものだと思います。

平成23年4月1８日
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発見箇所
※ 落書きは刑法260条「建造物等損壊罪」等にあたる可能性があり、
「松江市きれいなまちづくり条例」第9条に違反します。


